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後期高齢者医療制度に
　ついてのお知らせ

@I高齢者医療課　@　J(32)6414

◆保険証が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限が 7月31日をもって満了となり、 8
月以降は使用できなくなります。 7月下旬までに新しい保険証を郵
送しますので、お持ちの水色の保険証を破棄し、新しい保険証（黄色）
をご使用ください
◆減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなり
ます
現在ご使用の減額認定証の有効期限も 7月31日をもって満了となり、
8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方
は 7月下旬までに減額認定証を郵送しますので、お持ちの黄緑色の
減額認定証を破棄し、新しい減額認定証（だいだい色）をご使用く
ださい
※新たに減額認定証の交付対象となる方へ申請書を郵送しています。
下記の交付要件に該当することを確認し、忘れずに申請してくださ
い
●減額認定証の交付に該当する方
区分Ⅰ＝世帯全員が住民税非課税である方のうち、次の①②のいず
れかに該当する方
①世帯全員の所得が 0円の方（公的年金収入のみの場合、その受給
額が80万円以下の方）
②老齢福祉年金を受給されている方
区分Ⅱ＝世帯全員が住民税非課税である方
◆高額療養費の自己負担限度額が 8月から見直しされます
高額療養費の自己負担限度額が、平成29年 8 月から下記のとおり見
直しされます

区　　　　分 1カ月の自己負担限度額※1

平成29年 7 月まで 平成29年 8 月から

現役並み
所得者

外来
〔個人単位〕 44,400円 57,600円
外来＋入院
〔世帯単位〕

（医療費総額－267,000円）
×0.01＋80,100円※ 2

（医療費総額－267,000円）
×0.01＋80,100円※ 2

一般
外来

〔個人単位〕 12,000円 14,000円※ 3

外来＋入院
〔世帯単位〕 44,400円 57,600円※ 4

住
民
税
非
課
税
世
帯

区分
Ⅱ

外来
〔個人単位〕 8,000円 8,000円
外来＋入院
〔世帯単位〕 24,600円 24,600円

区分
Ⅰ

外来
〔個人単位〕 8,000円 8,000円
外来＋入院
〔世帯単位〕 15,000円 15,000円

※ 1　 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方（障害認
定で加入する方を除く）は、加入した月の自己負担限度額が 2分
の 1に調整されます

※ 2　 多数該当（過去12カ月に 3回以上世帯単位における高額療養費の
支給に該当し、 4回目以降の支給に該当）の場合の自己負担限度
額は44,400円です

※ 3　 1 年間（ 8月 1日から翌年 7月31日まで）の外来の自己負担額合
計の限度額が144,000円となります

※ 4　一般区分においても多数該当（※ 2）が設定されます
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